令和８・９年度　小規模修繕契約希望者登録制度
● 登録を希望する方は、申請書および必要書類を提出してください。
● 申請の受付は、管財・契約課２９番窓口（市庁舎２階）で随時行っています。
※現在、登録されている方も令和８年３月３１日で２年間の登録期間が終了しますので、引き続き登録を希望される場合は申請が必要です。
★ 小規模修繕契約希望者登録制度のあらまし
この制度は、恵庭市が発注する小規模な修繕（対象は下記を参照）の契約について、小規模な事業者を対象にした登録制度を設けることによって市内事業者の受注機会を拡大し、もって市内経済の活性化を図ることを目的としています。 

· 対象とする契約は、内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められる修繕の契約で、１件の修繕費（予定価格）が２００万円以下のものです。

· 申請の受付は随時行っていますが、登録については、毎月１日付けで行います。（毎月２０日までの受付分を審査・確認のうえ、翌月１日付けで登録）　　　　　※令和８年３月１９日までに申請→令和８年４月１日付けで登録
· 登録の有効期間は、令和１０年３月３１日（令和９年度末）までとなります。
· 令和１０・１１年度の登録は、令和１０年３月以降に再度申請を受け付けする予定です。
· 登録名簿は庁内に公開し、該当する契約に係る事業者の選定資料となりますが、
名簿への登録が必ずしも発注を約束するものではないことをご承知ください。
★ 登録資格について
登録できる資格を有する方は、法人の場合は恵庭市内に主たる事業所を有する方、個人の場合は恵庭市に住所を有する方で、次の各号のいずれにも該当しない方です。

（１）　心身の故障によりその業務を適切に行うことができない方
（２）　破産手続きの決定を受けて復権を得ない方

（３）　建設工事等又は物品購入等の競争入札参加資格を得ている方
（４）　希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない方
（５）　暴力団員、暴力団関係事業者（以下「暴力団員等」という。）
（６）　市税の滞納者

★ 登録申請の方法について
登録申請を行う方は、恵庭市小規模修繕契約希望者登録申請書に、次に掲げる書類を添付して提出してください。（※申請書等の市指定用紙は財務室管財・契約課に備え付けてありますが、市ホームページからもダウンロードできます。）
　（１）　法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は代表者の身分証明書（コピー可）
　（２）　資格、許可等が必要な業種を希望する方は、その資格者証、許可証等の写し
　（３）　暴力団員等に該当しないことの誓約書
　（４） 市税閲覧に関する同意書

· 上記同意書については、法人の場合は「法人用」と「代表者個人用」の２種類の提出が必要となります。
 　市指定用紙
・登録申請書（様式第１号）
・暴力団員等に該当しないことの誓約書
・市税閲覧に関する同意書（法人用、代表者個人用）
★ 提出先
恵庭市役所　管財・契約課㉙番窓口へ申請書及び必要書類を提出してください。

※郵送による提出も可とします。郵送の場合は、令和８年３月１９日までの消印が有効で令和８年４月１日付けの登録となります。
〒061-1498　恵庭市京町１番地　恵庭市役所　管財・契約課　宛
